
小売電気事業者のリスク管理について

2021年10月14日

資料９



市場の価格変動がFIT制度へ与える影響に係る基本的考え方
 この冬の電力需給の逼迫により、本年1月の卸電力市場のスポット平均価格は60円

/kWhを超える水準となり、月間平均価格としては過去最高を記録した。
 市場価格の変動（高騰、暴落の双方）について、FIT制度へ与える影響をステークホ
ルダーごとに整理すると以下のとおり。
① FIT認定事業者（発電事業者）： 市場リスクから切り離した固定価格での買取

りが継続されており、市場価格の変動による影響は及ばない。
② 買取義務者： 回避可能費用の水準が市場価格連動となっている場合には、市場

価格の変動の影響を受けるが、買い取ったFIT電気を市場で売電すれば、変動の影
響を転嫁できる仕組みであり、影響はニュートラルであるとみなされる。

③ 小売電気事業者： FIT電気を市場経由、または特定卸供給（任意卸供給を含
む。以下同じ。）によって調達している場合は、その調達価格が市場価格と連動する
ことから、調達費用の増加という形で、市場価格高騰の影響が及ぶ。

④ 国民（需要家）： 市場価格が低いときは、調達価格から回避可能費用を控除
した残額を賦課金で補填する仕組みであるところ、反対に、市場価格が高いときは、
回避可能費用が上昇することにより、補填額が減少し、負担が軽減される。

 なお、FIT制度は、固定価格買取による「投資インセンティブの確保」と「市場取引の
免除」を通じ、発電事業者の再エネ投資を国民負担で支える制度であり、競争市場に
おいて、小売電気事業者の再エネ電気の調達を国民負担で支えることは目的ではない
ことに留意が必要。
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第34回 電力・ガス基本政策小委（2021年6月15日）資料8より抜粋



卸市場価格状況（スポット市場システムプライスの推移）
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（参考）【論点】リスクマネジメントガイドライン（仮称）の位置付けについて

 第33回本小委員会でも御議論いただいたとおり、事業リスク管理は、本来であれば、各事業者自
身のガバナンスにおいて、株主との関係で行われるべきもの。

 しかしながら、電気事業は技術性・専門性が高いことや、電力は国民生活や事業活動に不可欠
な財であることに鑑み、事業者におけるリスク管理の一助となるよう、電気事業者において実施
が望ましいと考えられる行為や、標準的なリスク評価手法等を整理していくこととしたもの。

 したがって、本ガイドラインは、事業者に対して義務等を課すものではなく、事業者が自己の事業リ
スク管理を実践していくに当たって参照するための指針として位置付けた上で、各事業者におい
て、本ガイドラインを参考にしつつ、積極的にリスクマネジメントを進めて行くことが望ましいので
はないか。

 今後、ガイドラインの作成に際しては、上記の位置付けを明記すると共に、具体的な内容の検討
に当たってもこうした位置付けを踏まえて検討を進めていくことが必要ではないか。
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（参考）地域新電力関連団体の取組例① 2021年度夏季及び冬季の電力需給見通しを踏まえ
た地域新電力向け勉強会（2021年6月25日）
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（参考）地域新電力関連団体の取組例② 2021年度夏季及び冬季の電力需給見通しを踏まえ
た地域新電力向け勉強会（2021年6月25日）
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（参考）地域新電力向け保険商品（三井住友海上）
2021年度夏季及び冬季の電力需給見通しを踏まえた地域新電力向け勉強会
（2021年6月25日）三井住友海上提供資料より抜粋



再エネ調達市場価格変動保険加入支援事業補助金
令和4年度概算要求額 2.5億円（新規）

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課

事業の内容

自治体が出資している小売電気事業者や地産地消に取り組む小
売電気事業者等のうち、一定の要件を満たす規模の小さい事業者
を対象とします。

こうした事業者が再エネ電気を調達（再エネ特定供給等）する場
合の市場変動価格リスクに備えるため民間保険に加入した場合、
保険料の一部を補助します。

事業イメージ
事業目的・概要
小売電気事業者が、FIT制度の支援を受けた再エネ電気を
調達する場合、電力調達コストは卸電力市場価格連動とな
ることから、安定的な事業運営のためには、市場価格の変動
リスクへの備えが必要です。

しかしながら、地域新電力等の規模が小さい小売電気事業
者においては、単独で市場価格変動に対する備えを十分に
行う手段が少ない可能性があります。

本事業は事業規模が小さく、リスクヘッジ手段を十分に活用
できていない地域新電力等に対して民間保険への加入を促
すことで、市場価格変動リスクに対応しつつ、安定的な事業
運営を可能とし、地域における再エネの導入促進を実現しま
す。

成果目標
令和６年度までに、自治体が出資している地域新電力等の
８割が、民間の市場価格変動保険へ加入することを目指し
ます。

条件（対象者、対象行為、補助率等）
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補助 補助
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市場変動リスクヘッジのための地域新電力向け民間保険加入促進
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保険料の支払い
※本事業により補助変動リスクヘッジ

単価＝市場価格変動料金
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